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(57)【要約】
【課題】操作ボタン（押圧操作ボタン）の離脱とこれに
起因する作動不良を防止することができる電子内視鏡の
操作ボタン装置及び電子内視鏡を提供する。
【解決手段】電子内視鏡の外殻部に設けられる操作ボタ
ン装置であって、前記外殻部に対する縦方向と横方向と
斜め方向の押圧操作力を加えることが可能な押圧操作ボ
タンと、前記押圧操作ボタンに加えられた前記押圧操作
力に連動して電気スイッチを押し込む連動押込部材と、
前記連動押込部材の外囲に位置するストッパ部材と、を
有し、前記押圧操作ボタンに前記押圧操作力が加えられ
て、前記押圧操作ボタンと前記連動押込部材が変位した
とき、前記押圧操作ボタンが前記ストッパ部材に当接す
る、ことを特徴とする電子内視鏡の操作ボタン装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子内視鏡の外殻部に設けられる操作ボタン装置であって、
　前記外殻部に対する縦方向と横方向と斜め方向の押圧操作力を加えることが可能な押圧
操作ボタンと、
　前記押圧操作ボタンに加えられた前記押圧操作力に連動して電気スイッチを押し込む連
動押込部材と、
　前記連動押込部材の外囲に位置するストッパ部材と、
　を有し、
　前記押圧操作ボタンに前記押圧操作力が加えられて、前記押圧操作ボタンと前記連動押
込部材が変位したとき、前記押圧操作ボタンが前記ストッパ部材に当接する、
　ことを特徴とする電子内視鏡の操作ボタン装置。
【請求項２】
　前記押圧操作ボタンは、前記押圧操作力が加えられる押圧操作部と、前記電気スイッチ
に向かって延びるとともに前記連動押込部材に形成された嵌合孔部に嵌合される嵌合軸部
と、前記押圧操作部と前記嵌合軸部を繋ぐ傾斜テーパ部と、を有し、
　前記ストッパ部材は、前記連動押込部材の外周面に形成されたアール凸面部を収容する
とともに前記押圧操作部に向かって先細る円錐孔部を有し、
　前記押圧操作部に前記押圧操作力が加えられて、前記押圧操作ボタンと前記連動押込部
材が変位したとき、前記押圧操作ボタンの前記傾斜テーパ部が前記ストッパ部材の前記円
錐孔部の先端部に当接する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡の操作ボタン装置。
【請求項３】
　前記外殻部において前記押圧操作ボタンを被覆するカバー部材をさらに有し、
　前記カバー部材は、前記押圧操作ボタンに向かって延びる嵌合軸部を有し、
　前記押圧操作ボタンは、前記カバー部材の前記嵌合軸部が嵌合される嵌合孔部を有する
、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子内視鏡の操作ボタン装置。
【請求項４】
　前記押圧操作ボタンの前記嵌合孔部は、有底嵌合孔部からなる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の電子内視鏡の操作ボタン装置。
【請求項５】
　外殻部に操作ボタン装置が設けられた電子内視鏡であって、
　前記操作ボタン装置は、
　前記外殻部に対する縦方向と横方向と斜め方向の押圧操作力を加えることが可能な押圧
操作ボタンと、
　前記押圧操作ボタンに加えられた前記押圧操作力に連動して電気スイッチを押し込む連
動押込部材と、
　前記連動押込部材の外囲に位置するストッパ部材と、
　を有し、
　前記押圧操作ボタンに前記押圧操作力が加えられて、前記押圧操作ボタンと前記連動押
込部材が変位したとき、前記押圧操作ボタンが前記ストッパ部材に当接する、
　ことを特徴とする電子内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子内視鏡の操作ボタン装置及び電子内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、操作ボタンが斜め方向に押し込み操作されても動作可能な電子内視鏡の遠
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隔操作ボタン装置について特許出願を行い、特許権を取得している（特許文献１、２）。
【０００３】
　具体的な構成としては、操作ボタンに連設されたガイド軸部がガイド筒内に可動に配置
されており、操作ボタンが押し込み操作されたときにガイド軸部が電気スイッチを押し込
むようになっている。ガイド軸部の外周面にはアール凸面部が形成されており、ガイド筒
の内周面には円錐孔部が形成されていて、操作ボタンが斜め方向に押し込み操作されたと
きに、アール凸面部が円錐孔部に当接するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４２２５５号公報
【特許文献２】特許第５４３０１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、本発明者の鋭意研究によると、上述した電子内視鏡の遠隔操作ボタン装
置は、操作ボタンを押し込み操作（とりわけ斜め押しや横押し）したときに操作ボタンが
ガイド軸部から離脱して作動不良を起こす結果、手術対象者や検査対象者に負担が掛かっ
てしまうおそれがあり、この点で改良の余地があった。
【０００６】
　本発明は、以上の問題意識に基づいて完成されたものであり、操作ボタン（押圧操作ボ
タン）の離脱とこれに起因する作動不良を防止することができる電子内視鏡の操作ボタン
装置及び電子内視鏡を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の電子内視鏡の操作ボタン装置は、電子内視鏡の外殻部に設けられる操
作ボタン装置であって、前記外殻部に対する縦方向と横方向と斜め方向の押圧操作力を加
えることが可能な押圧操作ボタンと、前記押圧操作ボタンに加えられた前記押圧操作力に
連動して電気スイッチを押し込む連動押込部材と、前記連動押込部材の外囲に位置するス
トッパ部材と、を有し、前記押圧操作ボタンに前記押圧操作力が加えられて、前記押圧操
作ボタンと前記連動押込部材が変位したとき、前記押圧操作ボタンが前記ストッパ部材に
当接する、ことを特徴としている。
【０００８】
　前記押圧操作ボタンは、前記押圧操作力が加えられる押圧操作部と、前記電気スイッチ
に向かって延びるとともに前記連動押込部材に形成された嵌合孔部に嵌合される嵌合軸部
と、前記押圧操作部と前記嵌合軸部を繋ぐ傾斜テーパ部と、を有し、前記ストッパ部材は
、前記連動押込部材の外周面に形成されたアール凸面部を収容するとともに前記押圧操作
部に向かって先細る円錐孔部を有し、前記押圧操作部に前記押圧操作力が加えられて、前
記押圧操作ボタンと前記連動押込部材が変位したとき、前記押圧操作ボタンの前記傾斜テ
ーパ部が前記ストッパ部材の前記円錐孔部の先端部に当接することができる。
【０００９】
　前記外殻部において前記押圧操作ボタンを被覆するカバー部材をさらに有し、前記カバ
ー部材は、前記押圧操作ボタンに向かって延びる嵌合軸部を有し、前記押圧操作ボタンは
、前記カバー部材の前記嵌合軸部が嵌合される嵌合孔部を有することができる。
【００１０】
　前記押圧操作ボタンの前記嵌合孔部は、有底嵌合孔部からなることができる。
【００１１】
　本発明の一態様の電子内視鏡は、外殻部に操作ボタン装置が設けられた電子内視鏡であ
って、前記操作ボタン装置は、前記外殻部に対する縦方向と横方向と斜め方向の押圧操作
力を加えることが可能な押圧操作ボタンと、前記押圧操作ボタンに加えられた前記押圧操
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作力に連動して電気スイッチを押し込む連動押込部材と、前記連動押込部材の外囲に位置
するストッパ部材と、を有し、前記押圧操作ボタンに前記押圧操作力が加えられて、前記
押圧操作ボタンと前記連動押込部材が変位したとき、前記押圧操作ボタンが前記ストッパ
部材に当接する、ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、操作ボタン（押圧操作ボタン）の離脱とこれに起因する作動不良を防
止することができる電子内視鏡の操作ボタン装置及び電子内視鏡を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態による電子内視鏡の基本構成を示す図である。
【図２】押圧操作力が加えられていない自由状態における操作ボタン装置を拡大して示す
断面図である。
【図３】横方向または斜め方向の押圧操作力が加えられた状態における操作ボタン装置を
拡大して示す断面図である。
【図４】押圧操作ボタンと連動押込部材の離脱防止構造を拡大して示す断面図である。
【図５】カバー部材の嵌合軸部と押圧操作ボタンの有底嵌合孔部の嵌合部（圧入部）を拡
大して示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
≪電子内視鏡の基本構成≫
　図１を参照して、本実施形態による操作ボタン装置を搭載した電子内視鏡の基本構成に
ついて説明する。図１と後述する図２～図５では、操作ボタン装置の外観が異なっている
が、これは作図の便宜上の理由によるものにすぎない。図１は電子内視鏡の基本構成を示
すための概念図の位置付けであり、本実施形態による操作ボタン装置の特徴部分は図２～
図５に表現されている。
【００１５】
　電子内視鏡１は、柔軟な挿入部２と、この挿入部２の基部に接続された把持操作部３と
を有している。図示は省略しているが、挿入部２の先端部には、対物レンズ、撮像素子（
ＣＣＤやＣＭＯＳ）、処置具チャンネル出口部、照明用の配光レンズ及び対物レンズの洗
浄用ノズル等が配置されている。対物レンズによる体腔内の像は撮像素子によって画像信
号に変換され、挿入部２から把持操作部３を通ってユニバーサルチューブ４まで延設され
た信号伝送ケーブルによって、電子内視鏡１とは別に設けられた画像処理装置（例えば図
示を省略したプロセッサ）に送られる。画像処理装置は、電子内視鏡１から送られた画像
信号に画像処理を施して電子画像とし、この電子画像をモニタに表示し、記録媒体に記録
する。配光レンズには、挿入部２から把持操作部３を通ってユニバーサルチューブ４まで
延設されたライトガイドとその先端部に接続される光源装置（例えば図示を省略したプロ
セッサ）を介して照明光が与えられる。把持操作部３には、挿入部２の先端部の処置具チ
ャンネル出口部に通じる処置具チャンネル入口部５が設けられている。挿入部２の先端付
近の一部領域は、把持操作部３に設けた湾曲操作レバー６、７の回動操作に応じて湾曲状
態を変化させる湾曲部となっている。把持操作部３には、挿入部２の先端部の処置具チャ
ンネル出口部から体液等の流体を吸引するための吸引ボタン８と、挿入部２の先端部の対
物レンズの洗浄用ノズルに送気送水する送気送水ボタン９とが設けられている。
【００１６】
　把持操作部３の外殻部３Ａには、操作ボタン装置（遠隔操作ボタン装置）１０Ｘ、１０
Ｙ、１０Ｚが設けられている。操作ボタン装置１０Ｘ、１０Ｙは吸引ボタン８に隣接して
設けられており、操作ボタン装置１０Ｚは操作ボタン装置１０Ｘ、１０Ｙとは反対側の面
に設けられている。操作ボタン装置１０Ｘ～１０Ｚは、例えば、画像処理用の制御ボタン
であり、その押圧操作によって前述の画像処理装置を遠隔操作する。操作ボタン装置１０
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Ｘ～１０Ｚによって行なう遠隔操作とは、例えば、モニタ上の画面を静止（フリーズ）さ
せる操作、測光パターン（平均測光やピーク測光）の切換操作、ビデオや光磁気ディスク
等の記録媒体に静止画像や動画を記録させる操作である。操作ボタン装置１０Ｘ～１０Ｚ
は、把持操作部３を手で把持したときに人差し指と親指で押圧操作可能な位置に配置され
ている。
【００１７】
≪操作ボタン装置の構成と作用効果≫
　図２～図５を参照して、操作ボタン装置１０Ｘ～１０Ｚの構成について説明する。操作
ボタン装置１０Ｘ～１０Ｚは同一の構成を有しているため、以下の説明ではこれらに代表
的な符号１０を付して説明する。また、以下の説明では、把持操作部３の外殻部３Ａを基
準として、外殻部３Ａに垂直な方向を上下方向（縦方向）と定義し、外殻部３Ａに平行な
方向を左右方向（横方向）と定義し、それ以外の方向を斜め方向と定義する。
【００１８】
　図２、図３に示すように、把持操作部３の外殻部３Ａには、内部と外部を連通する貫通
孔３Ｂが形成されている。この貫通孔３Ｂの途中に段部３Ｃが形成されており、この段部
３Ｃを挟んで、把持操作部３の外面側の開口径が大きく、把持操作部３の内面側の開口径
が小さくなっている。貫通孔３Ｂには、ガイドシリンダ２０が装着される。ガイドシリン
ダ２０は、Ｏリング２１を装着する外方フランジ２２を有しており、ガイドシリンダ２０
を貫通孔３Ｂの外面側から内面側に向けて挿入すると、外方フランジ２２が貫通孔３Ｂの
段部３Ｃに当接して挿入が規制される。この挿入規制状態で、ガイドシリンダ２０の下端
部の外周面に形成した雄ねじ（図示略）が把持操作部３の内部に突出し、この雄ねじに対
して固定環（図示略）に形成した雌ねじ（図示略）を螺合させると、ガイドシリンダ２０
が把持操作部３に固定される。
【００１９】
　ガイドシリンダ２０の内周側には、スイッチ収納部材３０が支持されている。スイッチ
収納部材３０は、底部３１とその周縁部から立ち上がる筒状部３２とからなる有底筒状部
３３を有しており、この有底筒状部３３に電気スイッチ４０が収納されている。電気スイ
ッチ４０は、スイッチ本体４１と、このスイッチ本体４１の上部に設けられたスイッチヘ
ッド（スイッチ可動部）４２とを有している。スイッチヘッド４２は、スイッチ本体４１
に設けられた付勢部材（図示略）によって上方に移動付勢されている。電気スイッチ４０
は、付勢部材（図示略）の移動付勢力に抗してスイッチヘッド４２が下方に押されて一定
量以上移動することによりオン状態となり、付勢部材（図示略）の移動付勢力によってス
イッチヘッド４２が通常位置にあるときはオフ状態となる。
【００２０】
　図示は省略しているが、スイッチ収納部材３０の底部３１の下方（電気スイッチ４０と
反対側）には、電気スイッチ４０と電気的に接続されたリード線が延出されており、この
リード線が、把持操作部３内のスイッチ信号入力回路に接続されている。
【００２１】
　電気スイッチ４０（スイッチヘッド４２）の上方には、押圧操作ボタン５０と連動押込
部材６０の結合体が支持されている。押圧操作ボタン５０と連動押込部材６０は、例えば
、ＰＯＭ等の樹脂材料からなる一体成形品とすることができる。押圧操作ボタン５０と連
動押込部材６０は、同一の材料から構成されてもよいし、異なる材料から構成されていて
もよい。
【００２２】
　押圧操作ボタン５０は、上方側に、操作者（例えば医師）による押圧操作力が加えられ
る押圧操作部５１を有している。押圧操作部５１に加えられる押圧操作力は、外殻部３Ａ
に対する縦方向（上下方向）、外殻部３Ａに対する横方向（左右方向）、及び、外殻部３
Ａに対する斜め方向（例えば左上方から右下方や左下方から右上方など）とすることが可
能である。押圧操作部５１の上端面には、底部５２Ａと筒状部５２Ｂからなる有底嵌合孔
部（嵌合孔部）５２が形成されている。
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【００２３】
　押圧操作ボタン５０は、下方側に、電気スイッチ４０（スイッチヘッド４２）に向かっ
て延びる嵌合軸部５３を有している。嵌合軸部５３は押圧操作部５１よりも小径となって
おり、嵌合軸部５３と押圧操作部５１は、上方側から下方側に向かって縮径する傾斜テー
パ部５４によって繋がれている。また嵌合軸部５３と傾斜テーパ部５４の間には、横方向
（左右方向）に延びる当接段部５５が形成されている。
【００２４】
　連動押込部材６０は、底部６１とその周縁部から立ち上がる筒状部６２とからなる有底
筒状部６３を有しており、この有底筒状部６３の内周面に嵌合孔部（有底嵌合孔部）６４
が形成されている。押圧操作ボタン５０の当接段部５５を連動押込部材６０の筒状部６２
の上端面に当接させ、且つ、押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５３を連動押込部材６０の嵌
合孔部６４に嵌合（好ましくは圧入）することによって、押圧操作ボタン５０と連動押込
部材６０が結合される。連動押込部材６０は、有底筒状部６３の底部６１を外方に広げた
外方フランジ６５を有している。また、連動押込部材６０は、有底筒状部６３の筒状部６
２の上端部近傍の外周面に突出するアール凸面部６６を有している。
【００２５】
　連動押込部材６０の外囲には、筒状のストッパ部材７０が位置している。ストッパ部材
７０の上下方向の中間部には、内方フランジ７１が形成されている。連動押込部材６０の
外方フランジ６５とストッパ部材７０の内方フランジ７１の間（連動押込部材６０の外周
面とストッパ部材７０の内周面の間）には、弾力性のある材料からなるＯリング８０が常
に挟まれた状態に配置されている（挟持されている）。押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５
３は、連動押込部材６０の嵌合孔部６４の内部で、Ｏリング８０の内周側に到達する位置
まで延びている。
【００２６】
　ストッパ部材７０の内周面のうち内方フランジ７１よりも上方側には、円錐孔部７２が
形成されている。この円錐孔部７２は、連動押込部材６０のアール凸面部６６を収容する
とともに、押圧操作ボタン５０の押圧操作部５１に向かって上方に狭くなる形状を有して
いる。連動押込部材６０のアール凸面部６６の外径は、ストッパ部材７０の円錐孔部７２
の最小内径よりも若干量だけ大きく形成されている。このため、押圧操作ボタン５０と連
動押込部材６０の結合体が、ストッパ部材７０に対して真っ直ぐの状態であっても、ある
いは、斜めに傾いた状態になった場合でも、連動押込部材６０のアール凸面部６６がスト
ッパ部材７０の円錐孔部７２の内周面に常に当接することとなる。その結果、押圧操作ボ
タン５０と連動押込部材６０の結合体がストッパ部材７０から離脱することはない。
【００２７】
　押圧操作ボタン５０は、外殻部３Ａにおいてカバー部材９０によって被覆されている。
カバー部材９０は、例えば、非導電性かつ非通水性でシリコンゴムやフッ素ゴム等の弾性
材料から構成することができる。カバー部材９０の基部はガイドシリンダ２０に対してラ
イニング固着されている。その結果、操作ボタン装置１０は、外部から水が入らないよう
にカバー部材９０によって全体的にシールされた状態になっている。
【００２８】
　カバー部材９０の頂部の内面には、押圧操作ボタン５０の有底嵌合孔部５２に向かって
延びる嵌合軸部９１が形成されている。カバー部材９０の嵌合軸部９１を押圧操作ボタン
５０の有底嵌合孔部５２に嵌合（好ましくは圧入）することによって、押圧操作ボタン５
０がカバー部材９０の頂部と共動するようになっている。
【００２９】
　以上のように構成された電子内視鏡１の操作ボタン装置１０では、操作者（例えば医師
）がカバー部材９０を介して押圧操作ボタン５０に押圧操作力を加えない状態では、付勢
部材（図示略）の移動付勢力によってスイッチヘッド４２が通常位置にあり、電気スイッ
チ４０がオフ状態となる（図２を参照）。
【００３０】
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　一方、操作者（例えば医師）がカバー部材９０を介して押圧操作ボタン５０に押圧操作
力を加えた状態では、当該押圧操作力に連動して連動押込部材６０が下方に沈み込む（押
圧操作ボタン５０と連動押込部材６０が一体となって下方に変位する）。その結果、連動
押込部材６０の底部６１が付勢部材（図示略）の移動付勢力に抗してスイッチヘッド４２
を下方に押し込んで当該スイッチヘッド４２を一定量以上移動させることにより、電気ス
イッチ４０がオン状態となる（図３を参照）。
【００３１】
　ここで、上述したように、押圧操作ボタン５０の押圧操作部５１に加えられる押圧操作
力は、外殻部３Ａに対する縦方向と横方向と斜め方向にすることが可能である。
【００３２】
　本発明者は、鋭意研究の結果、縦方向の押圧操作力であれば、押圧操作ボタン５０が連
動押込部材６０から離脱するおそれが小さいが、押圧操作力が横方向や斜め方向である場
合は、押圧操作ボタン５０が連動押込部材６０から離脱するおそれが大きくなってしまう
ことを見出した。押圧操作ボタン５０が連動押込部材６０から離脱すると、操作ボタン装
置１０の作動不良が誘発されて、手術対象者や検査対象者に負担が掛かってしまう。
【００３３】
　そこで本実施形態による操作ボタン装置１０は、押圧操作ボタン５０の押圧操作部５１
に加えられる押圧操作力が横方向や斜め方向である場合であっても、押圧操作ボタン５０
が連動押込部材６０から離脱することを防止するために、以下の２つの特徴的な構造を具
備している。
【００３４】
≪押圧操作ボタンの離脱防止構造１≫
　押圧操作ボタン５０の押圧操作部５１に押圧操作力が加えられて、押圧操作ボタン５０
と連動押込部材６０が変位したとき、押圧操作ボタン５０がストッパ部材７０に当接して
移動規制される。より具体的には、押圧操作ボタン５０の傾斜テーパ部５４がストッパ部
材７０の円錐孔部７２の先端部に当接して移動規制される。これにより、押圧操作ボタン
５０の押圧操作部５１に加えられる押圧操作力が横方向や斜め方向である場合であっても
、当該押圧操作力が、押圧操作ボタン５０とストッパ部材７０の当接部（傾斜テーパ部５
４と円錐孔部７２の先端部の当接部）で効率的に受け止められる（吸収される）ので、押
圧操作ボタン５０が連動押込部材６０から離脱することを防止することができる。
【００３５】
≪押圧操作ボタンの離脱防止構造２≫
　押圧操作ボタン５０に電気スイッチ４０に向かって延びる嵌合軸部５３を形成し、連動
押込部材６０に嵌合孔部６４を形成し、押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５３を連動押込部
材６０の嵌合孔部６４に嵌合（圧入）している。これにより、押圧操作ボタン５０の押圧
操作部５１に加えられる押圧操作力が横方向や斜め方向である場合であっても、当該押圧
操作力が押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５３と連動押込部材６０の嵌合孔部６４の嵌合部
（圧入部）で効率的に受け止められる（吸収される）。別言すると、押圧操作力が押圧操
作ボタン５０の嵌合軸部５３と連動押込部材６０の嵌合孔部６４の嵌合力（圧入力）を助
長する（増大させる）ように働く。その結果、押圧操作ボタン５０が連動押込部材６０か
ら離脱することを防止することができる。この作用効果は、押圧操作ボタン５０の嵌合軸
部５３を、連動押込部材６０の嵌合孔部６４の内部で、少なくとも、Ｏリング８０の内周
側に到達する位置まで延ばすことで、より顕著に得ることができる。
【００３６】
　以上の≪押圧操作ボタンの離脱防止構造１≫と≪押圧操作ボタンの離脱防止構造２≫は
、いずれか一方を具備するだけでも本発明の技術課題を解決できる（発明として成立する
）が、これらの双方を具備する（有機的に結合させる）ことで本発明の技術課題をより確
実に解決することが可能である。
【００３７】
　以上の実施形態では、押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５３を連動押込部材６０の嵌合孔
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部６４に圧入する場合を例示して説明したが、圧入以外の手法によって両者を結合する態
様も可能である。
【００３８】
　以上の実施形態では、連動押込部材６０の嵌合孔部６４を有底孔とした場合を例示して
説明したが、連動押込部材６０の嵌合孔部６４を貫通孔とする態様も可能である。
【００３９】
　以上の実施形態では、押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５３が、連動押込部材６０の嵌合
孔部６４の内部で、Ｏリング８０の内周側に到達する位置まで延びている場合を例示して
説明した。しかし、押圧操作ボタン５０の嵌合軸部５３は、連動押込部材６０の嵌合孔部
６４の内部で、Ｏリング８０の内周側に到達する直前位置まで延びている態様も可能であ
るし、Ｏリング８０の内周側よりもさらに下方（電気スイッチ４０側）に延びている態様
も可能である。
【００４０】
　本実施形態の操作ボタン装置は、消化器用内視鏡、気管支用内視鏡、泌尿器用内視鏡な
どの様々な用途の内視鏡に適用することができる。また、本実施形態の操作ボタン装置は
、超音波内視鏡、側視型内視鏡、斜視型内視鏡、共焦点内視鏡、ファイバースコープ、工
業用内視鏡などにも適用可能である。
【符号の説明】
【００４１】
１　電子内視鏡
２　挿入部
３　把持操作部
３Ａ　外殻部
３Ｂ　貫通孔
３Ｃ　段部
４　ユニバーサルチューブ
５　処置具チャンネル入口部
６　７　湾曲操作レバー
８　吸引ボタン
９　送気送水ボタン
１０（１０Ｘ、１０Ｙ、１０Ｚ）　操作ボタン装置（遠隔操作ボタン装置）
２０　ガイドシリンダ
２１　Ｏリング
２２　外方フランジ
３０　スイッチ収納部材
３１　底部
３２　筒状部
３３　有底筒状部
４０　電気スイッチ
４１　スイッチ本体
４２　スイッチヘッド（スイッチ可動部）
５０　押圧操作ボタン
５１　押圧操作部
５２　有底嵌合孔部（嵌合孔部）
５２Ａ　底部
５２Ｂ　筒状部
５３　嵌合軸部
５４　傾斜テーパ部
５５　当接段部
６０　連動押込部材
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６１　底部
６２　筒状部
６３　有底筒状部
６４　嵌合孔部（有底嵌合孔部）
６５　外方フランジ
６６　アール凸面部
７０　ストッパ部材
７１　内方フランジ
７２　円錐孔部
８０　Ｏリング
９０　カバー部材
９１　嵌合軸部

【図１】 【図２】
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